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こんな

マイナポータルで
特定健診や薬剤、医療費の

情報が見られる！
今まで使用した薬の情報を
医師等と共有できる！

限度額以上の支払いが
免除される！

初めての医療機関でも同意をすれば

確定申告の医療費控除が
簡単にできる！

マイナポータルを通じた
医療費情報の自動入力で

限度額適用認定証の書類を
持参しなくても

カードリーダーが設置されている医療機関・薬局では

マイナンバーカードを
保険証として利用できます

マイナンバーカードは
お持ちですか？
保険証として使える

医療機関が増えていますよ！

届け出済みのマイナンバーを
再度ご確認ください

保険証として利用するには
「マイナポータル」とは？

「マイナポータル」での事前登録が必要です。

マイナ
ポータルは
こちらから

メリットがあります!

マイナンバーカードの詳細は、「マイナンバーカード総合サイト」

医療機関や薬局でマイナンバーカードを保険
証として使えるようになっています。マイナン
バーをキーにして医療保険の資格確認が
行われますので、勤務先に届け出たマイナン
バーに変更や誤りがある場合は当健保組合
に申し出てください。

＊現在お持ちの保険証も引き続き利用できますが、2024年秋
頃を目途に保険証が廃止される方針です。

マイナンバーカードを
保険証として利用すると

政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政手続きがワンス
トップでできたり、ネットバンキング（ペイジー）やクレジットカードでの公金決済ができたり
します。行政機関等が持っているあなたの特定個人情報や、行政機関からのお知らせも
確認できます。

就職・転職・引越しをしても、
保険証として
ずっと使える！

知 っておきたい　
　　　　健保のしくみ

健康保険 労災保険
仕事中・通勤中
以外のケガや病
気が対象です。

仕事中・通勤中
のケガや病気が
対象です。

運営は健康保険組合 管轄は労働基準監督署

仕事中   ・   通勤中  にケガをしたとき

運営は健康保険組合 管轄は労働基準監督署管轄は労働基準監督署

※業務・通勤と傷病との間に因果関係がなくてはいけません。業務災害・通勤災害に該当するかどうかは個々のケースに応じて労
働基準監督署が調査し判断しますので、判断に迷う場合は管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。

業務災害
業務上の理由によってケガや病気になったとき

仕事中のほか、移動中や出張中にケガをした
場合や、仕事が原因で病気になったと認めら
れた場合も労災保険適用となります。

◦重い資料を運ぼうとして腰を痛めた

◦出張中にケガをした

◦業務による明らかな過重負荷で不調になった

通勤災害
通勤中にケガをしたとき

通勤中のほか、帰宅途中に日用品の買い物や病
院の受診などをした場合、通常の経路に戻った
後は通勤とみなされ労災保険の適用となります。

◦出勤・帰宅途中に階段で転倒した

◦自宅から得意先に直接向かう途中にケガをした

◦帰宅途中にスーパーへ寄った帰りにケガをした

病院にかかる際は、労災であることを申し出ましょう

労災保険の対象となるのは…

健康保険を使ってしまったらどうすればいいの？

0570 -006031
ろ う さ い

受付時間 8:30~17:15
（土日祝日、年末年始を除く）

労災保険相談ダイヤル

Q
健康保険から労災保険への切り替え

が必要です。まずは受診した病院に

切り替えができるか確認してくださ

い。その後の手続きは切り替えができるかど

うかによって異なりますので、詳細は「労災

保険相談ダイヤル」へお問い合わせください。

A

保険証
が使えます

保険証
が使えません

使えない健康保険は のでご注意を！
どんなケガや病気でも、病院に行ったら保険証を出すものだと思っていませんか？　仕事中・通勤中のケガや、
仕事・通勤との因果関係がある病気は「労災保険」の適用となり、健康保険は使えません。
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